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発表日：2022年 12月 20日（火） 

2023年度税制改正大綱のポイント 
～変わる相続税対策の常識。NISA拡充・資産移転促進・防衛増税を整理～ 

第一生命経済研究所 経済調査部 

主任エコノミスト 星野 卓也（℡：050-5474-7497） 

（要旨） 

〇2023年度税制改正大綱が与党にて決定。今回改正の目玉は NISA拡充。①毎年の非課税枠の拡充、

②非課税期間の無期限化、③制度の恒久化の３点で改正が行われる。NISA制度の魅力を大きく高

めるものであり、個人の投資需要の受け皿となることが期待される。施行は 2024年から。 

 

〇NISAの陰に隠れているが、相続税・贈与税でも大きな改正が行われる。資産移転時期の中立化の

ため、既存の相続時精算課税制度にも暦年課税と同様に申告不要の非課税枠を設ける。一方で、

暦年課税時の相続時の持ち戻し期間を延長。改正後（2024年～）は相続時精算課税を選んだ方が

非課税枠の面では魅力的な状態となるため、精算課税を選択する人が増える可能性が高い。 

 

〇精算課税選択者は、基本的に生前贈与でも死後の相続でも税負担が変わらない状態になる。暦年

課税の場合には高額の生前贈与を行うと相続税よりも高い贈与税が課されるため、これが生前贈

与の妨げとなっていた。精算課税の利用が広がれば生前贈与が増え、より若い世代に資産移転が

進むことが期待される。 

 

〇防衛増税は実施時期の記載が見送られたが、大綱で内容に関しては具体的な記載がなされてお

り、増税実施は既定路線と考えられる。大綱方針通り、法人税・所得税の付加税とたばこ税の増

税が 2024年以降に実施されることになりそうだ。 

 

〇NISA、相続＆贈与税、防衛増税に注目 

 16日に与党にて令和 5年度税制改正大綱が決定された。改正の内容は多岐にわたるが、マクロ経済

への影響という観点で大きなトピックとして①NISA拡充、②相続＆贈与税における資産課税見直し、

③防衛増税、の３点について詳説する。NISAの拡充に耳目が集まっているが、資産課税の見直しも従

来の相続税対策の常識を変えるインパクトのある改正となっており、改正の目的でもある資産移転

（生前贈与）の促進効果も期待できる内容となっている。 

 

〇NISAは大規模拡充、名実ともにイギリス ISAに匹敵する規模に 

 今回大綱で大きな改正となったのが NISAの改正だ1。岸田首相は「資産所得倍増」を掲げて NISA制

度の拡充を進める旨をかねてから示していた。改正の概要を資料１にまとめた。①毎年の非課税で投

 
1 なお、2020 年度の税制改正大綱において、NISA 制度は 2024 年からつみたて NISA 利用者でないと一般 NISA を利用で

きない「２階建て」の制度に移行することが示されていたが、今回の税制改正決定に伴い、これは行われないことにな

る。 
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資できる金額が増える、②NISAを用いて購入した金融資産については非課税期間が無期限になる、③

NISA制度自体が恒久制度になる、という３つの面で制度の拡充が行われる。 

NISAは英国の ISA（Individual Saving Account）を参考に 2014年から開始された制度だが、従来

の NISAは非課税期間が無期限かつ恒久的な制度である ISAと比べて見劣りする制度ではあった。今回

の改正で英国の ISAに名実ともに比類するものになる。 

 

資料１．NISA 改正の概要 

 改正前 改正後（2024 年～） 

非課税金額 

一般 年間 120 万円 
年間 240 万円 

※一般 NISA は「成長促進枠」に改称 

つみたて 年間 40 万円 
年間 120 万円 

※つみたて NISA は「つみたて投資枠」に改称 

非課税期間 
一般 5 年間 

無期限に 
つみたて 20 年間 

制度の期限 

（購入時期） 

一般 2023 年まで 
恒久化 

つみたて 2042 年まで 

投資総額の上限 

一般 
600 万円 

※120 万円×5 年間 
1800 万円 

・成長投資枠：1200 万円 

・つみたて投資枠：600 万円 つみたて 
800 万円 

※40 万円×20 年間 

併用 一般・つみたていずれかを選択 両者の併用が可能に 

投資対象商品 

一般 制限なし ハイレバレッジ投信などを除外 

つみたて 
要件あり（長期の積立・分散投

資に適した一定の投資信託） 

要件あり（長期の積立・分散投資に適した一定の投

資信託） 

（出所）自由民主党・公明党「令和 5 年度税制改正大綱」より第一生命経済研究所が作成。 

 

 これにより、①制度の魅力が高まったことで新しく NISAを利用して投資を始める、②既に NISAを

利用している人が非課税枠の拡大に合わせて投資額を増やす、という二面で個人の投資を拡大する効

果が見込めそうだ。現状、コロナ禍における株価の大幅な変動を経て、個人の投資意欲は高まってい

る。NISA口座数は足元つみたて NISA口座をけん引役に増加傾向にある（資料２）。また、確定拠出年

金の運用商品シェアをみると、外国株式型やバランス型を中心にシェアが上昇しており、リスク性資

産へのシフトがみられる（資料３）。NISA制度の大幅拡充は、こうした個人の投資に対する需要を受

け止める受け皿としての役割を果たすことが期待される。 
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資料２．NISA 総口座数の推移 

 
（出所）日本証券業協会より第一生命経済研究所が作成。 

 

資料３．確定拠出年金（企業型＋個人型）における運用商品タイプのシェア 

 

（出所）企業年金連合会統計資料より第一生命経済研究所作成。 

 

〇相続時精算課税制度の利用は拡大する可能性が高い、生前贈与拡大にも期待 

 NISAの陰に隠れているが、今回のもう一つの大きな改正が資産課税（相続税・贈与税）だ。改正目

的は資産移転時期の中立化。相続税と贈与税で税負担が異なることなどから、資産移転の時期（生

前・死後）によって税負担が変わってしまう状態の是正が、過去の税制改正大綱でも課題として掲げ

られてきた。改正に当たっては、高齢者への資産偏在や超高齢化に伴う老老相続（高齢者から高齢者

への相続）を是正するために生前贈与を促すべき、との方向性が示される一方で、それは格差の継承、

固定化を促すものにもなりかねないとの議論が税制調査会等でなされており、長年改正実施まで踏み

込まれずにいた。 

 資産課税の移転時期中立化を図った制度は 2003 年に創設された「相続時精算課税制度」が既にある。

この制度は概して、制度選択後の生前贈与をすべて「相続税」の対象とするものである（通常は贈与

税が暦年課税される。暦年課税と相続時精算課税のいずれかを選択する形）。精算課税選択後の生前

贈与にかかる贈与税には 2,500万円の非課税枠があり、これを超えた部分の税率は一律 20％となる。
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贈与時の贈与税負担を減らす一方で、相続発生時には「制度選択から相続までに生前贈与した資産す

べて」を相続資産に加算して計算された相続税を課す。この際、制度選択後に支払った贈与税は控除

され、相続税と贈与税の二重課税が回避される。制度選択後の贈与税は相続発生時までの“預け金”

のような役割になる2。生前贈与と死後の相続、ともに相続税を課すことで資産移転時期に対して課税

が中立化されることになる。 

しかし、この相続時精算課税制度は①暦年課税の場合には毎年 110万円の贈与税の非課税枠がある

にもかかわらず、相続時精算課税を選択すると非課税枠がなくなる、②暦年課税の場合には非課税枠

内での贈与は申告不要だが、相続時精算課税を選択すると少額でも申告が必要になる、という節税面、

手続き面で明確なデメリットがあった3。このため、2020年に申告のあった人員ベースでみると暦年課

税で贈与を受けた人が 36.4万人、相続時精算課税で贈与を受けた人が 4.0万人と全体の 10分の１程

度となっている（国税庁「統計年報」）。非課税枠内での申告不要の贈与も含めれば、贈与全体に相

続時精算課税が占めるシェアは一層少数といえ、制度の利用は広がっていないのが現状だ。 

相続税の負担を抑えるオーソドックスな手段の一つとして、「相続税精算課税は選ばずに、暦年課

税の非課税枠 110万円の範囲内で家族等に非課税で生前贈与を複数回行って相続資産を減らし、相続

税負担を抑える」という方法がある。この方法を採用すると暦年課税を選択することになるので、非

課税枠以上の贈与に関しては贈与税負担が生じてしまう。ただ、高額の資産移転を行う場合、控除が

多く税率も相対的に低い相続税を支払う（生前贈与せずに亡くなるまで資産を持ち続ける）方が負担

の少なくなるケースが主だ4。暦年課税を選択すると、非課税枠以上の生前贈与には踏み込みづらい。 

 

こうした中で、資料４の改正が 2024 年から行われることとなった。特に①と②が重要な改正であり、

相続税対策の“常識”を変えるインパクトがあるものとなっている。①は相続税精算課税を使った場

合でも暦年課税と同様に毎年 110万円については非課税かつ申告不要とする。上で述べた相続時精算

課税の主要なデメリットがなくなることになる。②は暦年課税を選択した場合の相続税の持ち戻し期

間を 3年から 7年に延長するというもの。相続直前の「駆け込み贈与」を防ぐ観点などから、相続か

ら一定期間に法定相続人に生前贈与された資産については、贈与税ではなく相続税を課すこととする

ルールがある。この一定期間が 3年から 7年に延長される。 

資料４．資産移転時期の中立化にかかる改正（2024 年～） 

① 相続時精算課税にも暦年課税と同様に 110 万円の控除を設け、申告不要とする 

② 暦年贈与者の相続税の持ち戻し期間について 7 年以内とする（現行：3 年以内）。ただし延長した 4 年

分の贈与については 100 万円を控除。 

③ 相続時精算課税適用者が贈与によって取得した土地・建物が災害等によって被害を受けた場合、相続の

際に加算する額は、贈与価額から災害被害部分相当を控除した残額とする。 
（出所）自由民主党・公明党「令和 5 年度税制改正大綱」などより第一生命経済研究所が作成。 

 
2 詳細は国税庁 HP 等。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm 

3 このほか、相続税の土地評価額を最大 8 割減額できる「小規模宅地等の特例」が精算課税選択時に使えなくなる、と

いうデメリットもしばしば指摘される。 

4 相続税が高率となる富裕層の場合には、非課税枠を超える場合でも相続税より低率の範囲内で生前贈与を繰り返すこ

とで節税になるケースも存在する。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
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 これらの改正により、改正前後の生前贈与による贈与税の非課税枠は資料５の通りとなる。改正前

は暦年贈与の場合には毎年 110万円の非課税枠があるが、相続前 3年分の贈与は持ち戻しルールによ

って相続税が適用される。相続時精算課税を選択すると非課税枠がないのは上で説明した通りである。

そして、改正後は暦年課税の場合には相続前 7年分まで贈与税の非課税枠がなくなる一方、相続時精

算課税の場合には相続年も含めて 110万円の非課税枠が得られることになる。 

 このため、少額贈与を繰り返して相続税のかかる資産を減らす、という方法をとる場合、非課税枠

の観点から判断すれば、持ち戻しが発生せず、相続直前まで非課税枠が使える相続時精算課税のほう

が有利といえそうである(資料５)。個別には資産額などによって暦年課税・相続時精算課税の選択は

左右されると考えられるが、今回改正は概して暦年課税から精算課税へのシフトを促すこととなろう。

改正後には相続時精算課税を選択する人が増加する可能性が高いと考えられる。 

 

資料５．生前贈与時期ごとの非課税枠の有無（改正前後、暦年課税/相続時精算課税選択時の違い） 

 
（注）非課税限度額はいずれも 110 万円/年。暦年課税の持ち戻しは法定相続人を対象とした制度であり、法定相続人で

ない孫などへの贈与の場合には暦年課税でも相続年まで非課税枠がある。改正後の暦年課税について：2024 年から改正

適用となるが、2024 年より前に贈与した資産は延長した持ち戻しの対象とならない。【例：2029 年 12 月に相続→2024

年 1 月～2029 年 12 月の 6 年間分の贈与が相続税の対象に】よって、完全に持ち戻し期間が 7 年になるのは 2031 年から

となる。 

（出所）自由民主党・公明党「令和 5 年度税制改正大綱」などより第一生命経済研究所が作成。 

 

○経済活性化につながるか 

 今回改正の重要な点は、多くの人が税負担を抑える観点で相続時精算課税を選択すれば、非課税枠

以上の生前贈与を行うハードルも下がることにある。暦年課税を選択すると、贈与税負担が大きい高

額の生前贈与は行いづらかった。相続時精算課税選択者は基本的に「生前贈与でも相続でも最終的に

は同額の相続税」を支払うことになり、資産移転時期に中立な状態となる5。実際に生前贈与を行うか

の選択にあたっては自らの老後の生活なども加味する必要があり、資産移転時期に対して中立である

ことが生前贈与を行う決定的要因にはならない。しかし、少なくとも税負担を理由に大きな額の生前

贈与を避けていた人たちにとっては、生前贈与を行う追い風になるだろう。 

 
5 相続時精算課税では贈与時の価額で相続税が計算されるため、贈与時・相続時で資産価格が変わる等で税額が変わる

ケースはある。 

改正前

相続から7年以上前 7～6年前 6～5年前 5～4年前 4～3年前 3～2年前 2～1年前 1年前～相続

暦年課税 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

相続時精算課税 × × × × × × × ×

★暦年課税は3年の持ち戻し期間、相続時精算課税選択時には非課税枠はなし

改正後

相続から7年以上前 7～6年前 6～5年前 5～4年前 4～3年前 3～2年前 2～1年前 1年前～相続

暦年課税 ○ × × × × × × ×

相続時精算課税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

★暦年課税の持ち戻し期間が7年に延長、ただし延長分の4年間の贈与については合わせて100万円を控除

★相続時精算課税に暦年課税と同額（110万円）の非課税枠が新設



 6 / 7 

 

 
  

 

 Economic Trends ／ マクロ経済分析レポート 

高齢者からの資産移転は資産の高齢者偏在が深まる日本経済にとっても重要な論点である。家計金

融資産は高齢化の進む中で、6割超を 60歳以上世帯が保有していると推計される。高齢者が眠らせて

いた資産を若年・壮年層へ資産移転させることで、消費や投資の増加を通じて経済の活性化にも資す

ることが期待される。 

生前贈与の拡大は今回改正の目玉である NISA改正、資産所得倍増とも親和的だ。老後資金を「貯め

る」フェーズから「使う」フェーズに移行している高齢者は、資産保全を重視せざるを得ず、リスク

性資産への投資は行いづらく、若い世代に比べて長期投資による恩恵も受けにくい。実際に現状の

NISA口座開設者のボリュームゾーンは 30代・40代であり、年齢を重ねると口座保有者数も減ってい

く傾向がみられる（日本証券業協会・2022 年 6 月末時点）。より若い世代への資産移転が促されれば、

そのお金のリスク性資産への配分も行いやすい。資産移転が進めば、NISA との相乗効果も生まれよう。 

 

〇防衛増税：実施は既定路線か 

 昨今大きな話題となった防衛費増額にあたっての増税についても、今回大綱に盛り込まれた。自民

党内でも増税の実施を巡って議論が紛糾し、大綱には施行時期について「令和６年以降の適切な時期」

と開始時期を定めない記載となった。増税実施時期の決定を留保した形だ。 

一部にはこのまま増税を決定できない状態が続くのでは、との懸念もあるが、大綱を眺めると「令

和 9年度に向けて複数年かけて段階的に実施」「令和 9年度において 1兆円強を確保」と具体的な増

税内容まで踏み込んだものとなっており、増税はほぼ固まっているように映る。増税開始時期の判断

は留保されており、来年度も増税実施を巡って議論が交わされることになろうが、開始時期の前後は

あっても増税実施の方向性は変わらなさそうだ。 

 増税の中心となるのは法人税で、国税の法人税額に 4～4.5％を乗じた付加税を課す。震災時の復興

特別法人税に倣った形となる。課税標準となる法人税額には 500万円の控除を設け、中小法人の負担

増に配慮する。このほか所得税額×1％の付加税を課す一方、同等のスキームで徴収されている復興特

別所得税の税率を 1％引き下げる。復興特別所得税は 2037年まで課される予定だが、復興財源に空く

穴はこの課税期間を延長することで対応する。岸田首相は 10日の会見で「個人の所得税の負担が増加

するような措置は行わない」と説明していた。確かに税率が上がるわけではないのだが、増税の期間

が延びる。税率引き上げではなく増税の延長、という整理のようである。法人税・所得税にたばこ税

の増税を加えた３税で、合計 1兆円強を確保する方針だ。 

 

資料６．大綱に明記された防衛財源の内訳（【】内は毎年の増税規模） 

・法人税額に対して税率 4～4.5％の付加税。課税標準となる法人税額から 500 万円を控除（中小法人への配慮）

【6,000 億円程度】 

・所得税額に対して当分の間税率 1％の新たな付加税を課す。代わりに現行の復興特別所得税の税率を 1％引き下げ、

課税期間を延長。【2～3,000 億円程度】 

・たばこ税を 3 円/本相当引き上げ。段階的に実施。【2,000 億円程度】  

 

（出所）自由民主党・公明党「令和 5 年度税制改正大綱」などより第一生命経済研究所が作成。 
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〇NISA の抜本的拡充＆恒久化 

 ・非課税となる投資上限の引き上げ、非課税期間の無期限化、制度の恒久化を実施 

〇スタートアップ・エコシステムの抜本強化 

 ・保有する株式の売却益を起業やスタートアップへの再投資に充てた場合の非課税制度を創設 

 ・オープンイノベーション促進税制の対象に既存株式を加え、M&A にも適用できるように 

〇研究開発税制のインセンティブ強化 

 ・既存の研究開発促進税制のインセンティブを強化、延長 

 ・オープンイノベーション型の「研究開発型スタートアップ企業」の範囲を拡充 

〇企業による先端的人材投資 

 ・企業から大学などの設立費用として支出される寄附金について、個別審査なしでも全額損金算入が可能に 

 ・博士号取得者などの研究人材を外部から雇用する際、研究開発税制における優遇措置を創設 

 ・デジタル人材育成・確保の観点から、DX 投資促進税制において人材育成・確保等に関連する事項を要件化 

〇新たな国際課税への対応 

 ・グローバル・ミニマム課税の法制化 

〇車体課税 

 ・自動車重量税のエコカー減税を 2023 年末まで据え置き 

〇中小企業税制 

 ・中小企業者に掛かる軽減税率の特例や投資促進税制などの適用期限を２年延長 

〇酒税特例の見直し 

 ・中小事業者支援の観点で新たな酒税の軽減措置 

〇災害時被害へのきめ細かな対応 

 ・特定非常災害による雑損失・純損失の繰越期間について記帳水準等に応じて 3 年から 5 年に延長 

 ・相続時精算課税のもとで受贈した土地・建物について、災害により一定以上の被害を受けた場合には例外的に相続

税を再計算 

〇極めて高い水準の所得に対する負担適正化 

 ・令和 7 年分の所得税から、極めて高い所得（30 億円超）にかかる税負担について最低限の負担を求める措置 

〇資産移転の時期選択に中立的な税制 

 ・相続時精算課税にも暦年課税と同水準（110 万円）の非課税枠を創設 

 ・暦年課税の持ち戻し期間を３年→7 年に、延長 4 年分の贈与について 100 万円の控除 

 ・教育資金の非課税措置、結婚・子育て資金の非課税措置について節税防止の措置を講じて延長 

〇インボイスの円滑な実施 

 ・免税事業者がインボイス事業者になった場合の納税額を３年間軽減 

 ・少額取引につき、６年間の事務負担軽減策 

〇防衛力強化にかかる財源確保 

 ・防衛費増額に合わせ、法人税の付加税、所得税の付加税、たばこ税増税で 2027 年度に年１兆円強の財源を確保 

 ・実施時期は 2024 年以降の適切な時期 

（出所）自由民主党・公明党「令和 5 年度税制改正大綱」などより第一生命経済研究所が作成。 


